
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
四
月
十
八
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
医
薬
品
の
適
切
な
選
択
及
び
適
正
な
使
用
の
確
保
の
た
め
、
新
た
な
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
制
度
が
実
効
あ
る
も
の
と
な

る
よ
う
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

二
、
一
般
用
医
薬
品
の
リ
ス
ク
分
類
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
に
関
す
る
新
た
な
知
見
や
副
作
用
の
発
生
状
況
等
を
踏
ま
え
、
不

断
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
。

三
、
新
た
な
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
制
度
に
つ
い
て
、
国
民
が
、
医
薬
品
の
リ
ス
ク
分
類
に
よ
っ
て
、
販
売
者
、
販
売
の
在
り

方
等
が
異
な
る
こ
と
を
理
解
し
、
適
正
に
販
売
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
確
認
で
き
る
よ
う
必
要
な
対
策
を
講
ず
る

こ
と
。
ま
た
、
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る
よ
う
薬
事
監
視
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

四
、
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
等
と
連
携
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
登
録
販
売
者
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
国
の
関
与
の
下
に
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
難
易
度
等
に
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に



す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
一
定
の
水
準
が
保
た
れ
る
よ
う
指
導
を
行
う
こ
と
。

五
、
一
般
用
医
薬
品
の
安
全
性
確
保
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
薬
害
や
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
の
発
生
の
教
訓
を
生
か
す
観
点

か
ら
、
一
般
用
医
薬
品
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
副
作
用
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
収
集
し
た
情
報
を
速
や
か
に

公
表
す
る
シ
ス
テ
ム
等
透
明
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
医
薬
品
等
に
係
る
苦
情
処
理
・
相
談
、
健
康
被
害
救
済
の
充

実
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
適
切
な
受
診
勧
奨
な
ど
医
師
等
と
の
連
携
に
努
め
る
ほ
か
、
苦
情
処
理
等

の
た
め
の
窓
口
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
。

六
、
新
た
な
一
般
用
医
薬
品
の
販
売
制
度
に
つ
い
て
、
十
分
な
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
を
使
用
す
る
消
費
者
が
医
薬

品
の
特
性
等
を
十
分
に
理
解
し
、
適
正
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
知
識
の
普
及
や
啓
発
の
た
め
の
施
策
の
充
実
を

図
る
こ
と
。
ま
た
、
学
校
教
育
に
お
い
て
も
医
薬
品
の
適
正
使
用
に
関
す
る
知
識
の
普
及
や
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
一
般
用
医
薬
品
の
リ
ス
ク
分
類
の
外
箱
表
示
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
リ
ス
ク
の
程
度
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ

う
、
表
示
方
法
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

八
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
有
効
性
、
安
全
性
の
優
れ
た
一
般
用
医
薬
品
の
確
保
の
た
め
、
一
般
用
医
薬
品
の
審
査
体
制
の

整
備
を
図
る
な
ど
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
性
の
確
保



や
適
正
な
使
用
の
推
進
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

九
、
配
置
販
売
業
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
配
置
販
売
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
配
置
員
の
資
質
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
う
よ

う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
新
制
度
へ
の
移
行
を
促
す
こ
と
。

十
、
無
承
認
医
薬
品
の
販
売
、
医
薬
品
や
医
薬
部
外
品
等
の
品
質
不
良
、
虚
偽
誇
大
広
告
等
に
対
し
て
は
、
消
費
者
を
保
護
す

る
観
点
か
ら
、
薬
事
監
視
員
に
よ
る
取
締
り
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

十
一
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
迅
速
に
違
法
ド
ラ
ッ
グ
を
指
定
で
き

る
よ
う
運
用
方
法
の
手
順
や
分
析
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
取
締
り
に
当
た
る
都
道
府
県
の
事

務
執
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
検
査
法
の
迅
速
な
確
立
と
普
及
等
の
基
盤
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

十
二
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
乱
用
防
止
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
早
急
に

実
態
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

十
三
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
未
然
に
防
ぐ
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
青
少
年
に
対

す
る
違
法
ド
ラ
ッ
グ
や
麻
薬
等
の
薬
物
の
危
険
性
等
に
つ
い
て
十
分
な
啓
発
を
行
う
こ
と
。

十
四
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
の
乱
用
者
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
治
療
の
提
供
を
図
る
と
と
も
に
、
本
人
や
家
族
に
対
す
る
カ
ウ
ン



セ
リ
ン
グ
等
の
支
援
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
。

十
五
、
薬
物
乱
用
対
策
に
つ
い
て
は
、
違
法
ド
ラ
ッ
グ
が
麻
薬
や
覚
せ
い
剤
等
の
乱
用
の
入
り
口
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
薬
物
乱
用
対
策
に
違
法
ド
ラ
ッ
グ
を
含
め
て
、
国
と
都
道
府
県
等
の
地
方
自
治
体
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
連
携

し
て
取
り
組
む
こ
と
。

十
六
、
薬
物
乱
用
対
策
は
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
対
象
と
な
る
薬
物
の
種
類
等
に
よ
り
法
律
が
異
な
っ
て
お
り
、
所
管
官
庁
も

複
数
に
ま
た
が
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
薬
物
対
策
を
総
合
的
、
横
断
的
に
推
進
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
。

右
決
議
す
る
。


